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2025年度防災管理者等研修会(第 2回) 

2025年度コンビナート事業所保安対策推進連絡会（第 2回） 

「行政からの連絡事項」 

 

2026年３月 

神奈川県くらし安全防災局防災部消防保安課 

 

✤はじめに✤ 

 「防災管理者等研修会」は、石災法の特定事業所を対象としたもので、石油コンビナート

区域における防災体制の一層の充実を図るため、県が石油コンビナート等防災計画に基づ

き行っています。また、「コンビナート事業所保安対策推進連絡会（コンビ連絡会）」では、

高圧法の特定製造事業所の保安対策に資するよう、県から法令改正や事故予防対策に関す

る情報提供を行っています。 

※ ７月は講演、３月は県ホームページの情報提供（2022年度から） 

 

✤連絡事項✤ 

 

 

 

１．2025年度 石油コンビナート等防災本部訓練の結果について【共通】（資料１）2025年度

石油コンビナート等防災本部訓練の結果について 

【「防災管理者等研修会」・「コンビ連絡会」共通】（資料１） 

 

 

 

 

２．2025年度 神奈川県石油コンビナート等防災計画に係る予防対策取組状況調査の結果  

について【防災管理者等研修会】（資料２）2025年度神奈川県石油コンビナート等防災計画

に係る予防対策取組状況調査の 

結果について 

   【防災管理者等研修会】（資料２） 

 

３ 異常現象及び高圧ガス事故等について 

   【「防災管理者等研修会」・「コンビ連絡会」共通】（資料３） 

 

 

資料中の略語 

 石災法：石油コンビナート等災害防止法 

 高圧法：高圧ガス保安法 

 コンビ則：コンビナート等保安規則 
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【 】は連絡事項の対象事業所を意味します。 

【防災管理者等研修会】・・特定事業所（石災法） 

【コンビ連絡会】・・・・・特定製造事業所（高圧法コンビ則） 

【共通】・・・・・・・・・特定事業所及び特定製造事業所 

 

 

１．2025年度 石油コンビナート等防災本部訓練の結果について【共通】（資料１） 

石油コンビナート等特別防災区域での災害発生時に、特定事業所の被害状況を関係機

関が迅速に把握・共有する体制を維持するため、ＦＡＸ等による「情報受伝達訓練」を行

いました（2025年8月20日実施）。結果は、75の特定事業所が参加しましたが、そのうち３

事業所は、訓練計画のとおり実施できませんでした。 

訓練計画のとおり実施できなかった理由としては、「担当者休暇」、「ＦＡＸ故障」等、

です。実災害時は、訓練のように県からの災害発生の合図はないため、自発的な災害情報

の収集及び被害状況報告を適切に行えるよう「地震・津波発生時における石油コンビナー

ト施設被害状況等把握マニュアル」により、各自対応を改めて確認いただくようよろしく

お願いいたします。 

 

また、石油コンビナート等特別防災区域における災害発生直後の初動対応の習得・習熟 

及び 関係各機関同士の連携を維持するため、災害対策本部を主体とした情報の受伝達等、

各機関の主な活動内容について、オープンシナリオ（一部ブラインドシナリオ）・机上訓

練形式の「合同図上訓練」を実施し、関係機関から計67人の参加がありました（2025年10

月30日実施）。 

訓練の成果としては、「大規模地震発生時の初動対応について、一連の流れが確認でき

て良かった。」「他の機関の災害対応状況等も確認することができた。」などがありました。

一方、発災直後の各組織の立上げ、避難指示の材料の整理等に課題があるとの意見があり、

今後の訓練に活かしていきたいと考えております。 

本県では、これらの訓練結果を踏まえながら改善を行い、訓練の充実を図っていくこと

としています。各事業所においても、必要な情報を迅速かつ的確に行政機関へ提供できる

ような体制作りを引き続きよろしくお願いします。 

 

 

２．2025年度 神奈川県石油コンビナート等防災計画に係る予防対策取組状況調査の結果  

について【防災管理者等研修会】（資料２） 

2015 年度の「神奈川県石油コンビナート等防災計画」の修正により特定事業所や関係

行政機関の災害予防対策等を充実させたところですが、その取組状況を把握するために

2016年度から本調査を実施しています。 

調査項目を「毎年調査の項目」と「隔年調査の項目」とし、2025年度は「危険物屋外タ
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ンクの緊急遮断」、「容器の津波対策」、「風水害対策」の現況について隔年調査を行いまし

た。 

毎年の調査項目も含め、2025 年度の調査結果（概要）を資料２に掲載しましたのでお

知らせします。 

次年度以降も書面による取組状況調査を継続する予定で、必要な現地調査も行うこと

としています。書面調査の結果によっては、複数年連続で現地調査を行う事業所もありま

すが、引き続き本調査へのご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。 

 

 

３．異常現象及び高圧ガス事故等について【共通】（資料３）  

石油コンビナート地域における異常現象及び高圧ガス事故等について、2025 年の発生

状況の概況と近年の傾向及び対策に関する参考情報をとりまとめて資料３に掲載しまし

た。各事業所におかれては、異常現象と高圧ガス事故等について、定義等を再確認いただ

くとともに、現場においてはどのような対応が必要か、改めて整理いただき、事故等発生

時に適切な措置が講じられるようお願いします。 

 

 

 

✤次回の開催について【共通】✤ 

  次回の開催につきましては、決定次第、改めてご案内いたします。 
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